
水質汚濁防止法の届出が必要か
判断するためのフロー図

「特定施設」に
該当？

Yes No

厚木市内の工場・事業場に施設を設置する場合

届出不要

公共用水域に水を
排出する？

「特定施設」又は
「有害物質使用特定
施設」として、

法第５条第１項に基
づく届出が必要

「有害物質使用特
定施設」に該当？

公共用水域への水の排出無し

「有害物質貯蔵指
定施設」に該当？

届出不要「有害物質使用特定
施設」として、

法第５条第３項に基
づく届出が必要

「有害物質貯蔵指定
施設」として、

法第５条第３項に基
づく届出が必要

「特定施設」とは、一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設として、法施行令第１条に規定された施設のこと。

「有害物質使用特定施設」とは、特定施設のうち、有害物質（法施行令第２条に規定）を製造し、使用し、又は処理する施設のこと。

「有害物質貯蔵指定施設」とは、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設のこと。

工場・事業場から公共用水域に
水（汚水・雨水問わず）を排出
する場合は「Yes」

Yes No Yes No

Yes No

「特定施設」に該当する施設を、公共下水道を
使用する工場・事業場に設置する場合は、下水
道法に基づく届出も必要な場合がありますので、
厚木市下水道総務課までお問合せください。


